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東
都
三
十
六
景 

 



 

３ 

は
じ
め
に 

本
書
は
、
約
十
年
前
か
ら
続
け
て
い
る
古
文
書
講
座
の
教
材
と
し
て
使
用
し
た
古
文
書
原
文
と
、
そ
の
解
読
文
、

解
説
を
一
タ
イ
ト
ル
づ
つ
ま
と
め
て
小
冊
子
に
し
た
も
の
で
す
。 

 

教
材
の
内
容
は
主
と
し
て
江
戸
時
代
で
す
が
、
一
部
、
戦
国
時
代
お
よ
び
明
治
初
期
の
事
柄
も
含
み
ま
す
。 

原
文
は
図
書
館
、
公
文
書
館
、
博
物
館
、
史
料
館
、
大
学
図
書
館
な
ど
か
ら
入
手
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
文
掲
載

個
所
に
そ
の
入
手
先
、
出
典
を
記
載
し
て
い
ま
す
。 

ペ
ー
ジ
数
を
節
約
す
る
た
め
に
原
文
の
編
集
を
行
い
、「
Ａ
４
横
」、
あ
る
い
は
「
Ａ
４
縦
」
に
収
ま
る
よ
う
に
調

整
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
た
め
文
字
が
大
き
す
ぎ
た
り
、
小
さ
す
ぎ
た
り
す
る
事
が
あ
り
ま
す
。 

 

解
読
に
は
慎
重
を
期
し
ま
し
た
が
、
第
三
者
に
よ
る
校
閲
な
ど
を
経
て
い
ま
せ
ん
。 

誤
字
・
脱
字
、
あ
る
い
は

解
読
間
違
い
な
ど
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
ご
容
赦
下
さ
い
。 

 

ご
指
摘
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
巻
末
の
著
者
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
お
知
ら
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

も
と
も
と
は
講
義
録
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
す
が
、
電
子
書
籍
の
形
に
編
集
し
直
し
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
古
文
書
を
学
ぼ
う
と
す
る
方
々
、
更
に
多
く
の
古
文
書
を
読
ん
で
見
た
い
と
い
う
方
々
、

古
文
書
講
座
の
教
材
を
探
し
て
い
る
方
々
の
た
め
に
、
少
し
で
も
参
考
に
な
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
す
。 

 
著
者 

 
 

一
杉 

勝
。 

  
 

 
 

 

 

解
読
文
の
凡
例 

 

一
、
解
読
文
は
、
原
文
を
そ
の
ま
ま
活
字
に
置
き
換
え
た
も
の
で
、
漢
文
の
読
み
下
し
文
に
あ
る
返
り
点
（
レ
）
や
、

一
、
二
点
な
ど
は
省
略
し
て
い
る
。 

二
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
て
い
る
が
、
原
文
の
く
ず
し
字
が
旧
字
を
く
づ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
理
解
す
る
た
め
に
、
解
読
文
に
も
適
宜
旧
字
を
使
用
し
て
い
る
。 

三
、
変
体
仮
名
は
原
則
と
し
て
ひ
ら
が
な
に
直
し
た
。 

「
ゑ
」
「
ゐ
」
も
原
則
「
え
」「
い
」
と
し
た
が
、
一
部
、

原
文
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
た
め
に
「
ゑ
」「
ゐ
」
と
す
る
事
も
あ
る
。 

四
、
助
詞
の
「
者
」「
而
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
は
、
て
」
と
表
記
し
た
が
、
目
的
格
助
詞
の
「
江
」
に
つ
い
て
は
現
代

語
の
よ
う
に
「
へ
」
と
表
記
し
た
。 

 
 

ま
た
、
「
茂
」、「
与
」
に
つ
い
て
は
「
も
、
と
」
と
表
記
し
て
い
る
。 

四
、「
ゟ
」、「
〆
」
な
ど
は
そ
の
ま
ま
表
記
し
て
い
る
。 

五
、
原
文
に
句
読
点
が
な
い
（
こ
と
が
多
い
）
が
、
解
読
文
は
読
み
や
す
く
、
意
味
を
と
れ
る
よ
う
に
、
多
め
に
句

読
点
を
い
れ
て
い
る
。 
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日本橋川は魚市場への通路で、上り下りの舟が多い。向こう岸の小網町には倉庫が整然と並んでいる。乗客は六人、 

乗り遅れた？客が二人。左は丹後田辺藩の上屋敷。 
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鎧
の
渡 

船
賃
増
銭 

 
史
料
Ａ 
鎧
の
渡 

 

Ａ
１ 

 
江
戸
名
所
図
会 

 

天
枢 

第
二
巻 
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「鎧の渡」近辺図（江戸東京重ね地図より） 



 

６ 

解
読
文 

史
料
Ａ 

鎧
の
渡 

 

 

Ａ
１ 

江
戸
名
所
図
会 

鎧
の
渡 

茅
場
町
牧
野
家
の
後
を
云
。 

此
所
よ
り
小
網
町
へ
の
舟
渡
を 

し
か
唱
へ
た
り
。
往
古
は
大
江
な
り
し
と
な
り
。
俚
諺

り

げ

ん

に
云
、
永
承
年
間
、
源 

義
家
朝
臣
、
奥
州
征
伐
の
時
、
此
所
よ
り
下
総
国
に
渡
ら
ん
と
す
。 

時
に 

暴
風
吹
発 お

こ

り
、
逆
浪
天
を
浸
し
、
既
に
其
船
覆
ら
ん
と
す
。
義
家
朝
臣 

鎧
一
領
を
と
つ
て
海
中
に
投
じ
、
龍
神
に
手 た

向 む
け

て
、
風
波
の
難
、
な
か 

ら
し
め
む
事
を
祈
請
す
。
遂
に
つ
ゝ
が
な
く
、
下
総
国
に
着
岸
あ
り
し 

よ
り
、
此
所
を
鎧
が
淵
と
呼
べ
り
と
な
り 

元
禄
開
板
の
江
戸
鹿
子
に
、
平
将
門 

此
所
に
兜
鎧
を
置
。
兜
は
塚
に
築
て 

牧
野
侯
の
庭
中
に

あ
り
と
記
せ
り 

兜
塚 

同
所
海
賊
橋
の
東
詰
、
牧
野
家
の
庭
中
に
あ
り
。
源
義
家
朝
臣 

奥
州
征
伐
凱
陣
の
と
き
、
先
の
報
賽
の
た
め
、
且
は
東
夷
鎮
護
の
為
と 

し
て
日
本
武
尊
の
古
き
例
に
準(

な
ら)

ひ
、
自
の
兜
を
一
堆
の
塚
に
築
き 

篭 こ
め

給
ひ
し
と
な
り
、
今
其
傍
に
義
家
朝
臣
の
霊
を
鎮
る
小
祠 

あ
り
紫
の
一
本
と
い
へ
る
双
帋
に
甲
山
と
あ
り
て
、
藤
原
秀
郷
、
平
将
門
を
討
、

其
首
を
兜
と
共
に
持
添
き
た
り
し
が
、
兜
を
ば
此
地
に
埋
め
た
る
と
あ
り 

 

注
釈 ・

牧
野
家
：
丹
後
田
辺
三
万
五
千
石
の
大
名
家 

・
往
古
は
大
江
な
り
し
と
な
り 

 
 

下
図
の
よ
う
に
海
に
面
し
た
河
口
だ
っ
た
。 

・
永
承
年
間
：
一
〇
四
六
～
一
〇
五
二 

 

・
源
義
家
：
平
安
後
期
の
武
将
。
通
称
八
幡
太
郎 

 

・
奥
州
征
伐
：
後
三
年
の
役 

 

・
開
板
：
発
刊 

 

・
江
戸
鹿
子
：
江
戸
前
期
に
刊
行
さ
れ
た
江
戸
の 

地
誌
。
作
者
は
藤
田
利
兵
衛
。 

 

・
報
賽
：
祈
願
が
成
就
し
た
お
礼
の
参
拝
。 

   

 

江戸期以前は「鎧の渡し」付近

は江戸湾へ河口だった。 
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Ａ
２ 

鎧
の
渡
の
図 

 

絵
本
江
戸
土
産 
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こ
の
絵
で
は
乗
客
六
人
、
次
の
便
を
待
つ
客
が
三
人
。 

奥
に
丹
後
田
辺
藩
牧
野
豊
前
守
の
屋
敷
、
左
側
に
渡
し
賃
を

徴
集
す
る
「
渡
銭
取
」
の
小
屋
が
見
え
る
。
左
下
の
二
人
は
船
大
工
か
。 



 

８ 

 
Ａ
２ 
鎧
の
渡
の
図 

江
戸
土
産 

鎧
の
渡
の
圖 

 
 

絵
本 

江
戸
土
産 

今
も
猶 

ふ
か
き
流
の 

た
へ
ず
し
て
、
む
か
し
を 

う
つ
す
鎧
川
な
れ 

此
鎧
の
渡
、
千
年
の
餘
に 

な
り
け
ん
、
か
や
ば
丁
よ
り
小
網 

丁
二
丁
目
へ
う
つ
る
な
り
。 

諺
曰
、
往
昔
の
事
な
り
し
が 

此
処
入
江
に
し
て
、
大
な
る 

捗
守
に
て
や
傳
る
。
其
頃 

源
頼
義
公
、
奥
州 

攻
の
時
、
此
渡
を
わ
た
り 

給
時
、
い
か
ゞ
わ
し 

た
り
け
ん
、
俄
に
風 

起
て
、
船
既
に 

沈
と
し
け
れ
ば 

頼
義
公
信
心
膽 

銘
じ
、
鎧
を
沈 

た
ま
い
し
御
と
き
、 

龍
神
に
き
ね
ん 

あ
り
け
れ
ば
、
な
み 

た
ち
ま
ち
に
し
づ 

ま
り
し
と
な
ん
。 

此
い
わ
れ
よ
り 

よ
ろ
い
の
わ
た
し 

と
は
な
ぞ
ら
へ 

け
ん
。 

    

・
日
本
橋
川
の
別
名 

    

・
諺
（
こ
と
わ
ざ
）
に
い
わ
く 

 

・
渡
し
守
（
わ
た
し
も
り
） 

     

・
心
臓
と
肝
臓
の
意
か
ら
、
心
、
心 

の
底
の
意 

・
龍
神
：
龍
宮
に
住
む
と
伝
え
ら
れ 

る
神
。
水
神
や
海
神
と
し
て
祀
ら 

れ
る
。 
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史
料
Ｂ 

鎧
渡
賃
銭
増
延
長
申
請 

 

市
中
取
締
類
集 

市
中
取
締
之
部 

三
ノ
一 

 

国
立
公
文
書
館
蔵  

Ｂ
１ 

渡
し
守
か
ら
の
申
請
書 
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史
料
Ｂ 

 

鎧
渡
賃
銭
増
延
長
申
請 

 
 

 

嘉
永
三
戌
年
八
月 

向
方
相
談
廻 

鎧
渡
賃
銭
増
年
延
の
儀
に
付
調 

 

Ｂ
１ 

業
者
か
ら
の
申
請
書 

     

小
網
町
弐
町
目
ゟ
南
茅
場
町
へ
相
渡
し
候 

鎧
渡
場
の
儀
は
、
往
古
百
姓
渡
に
有
之
、
私
共 

連
綿
と
相
續
仕
、
渡
船
弐
艘
、
玄
の
字 

御
極
印
頂
戴
仕
、
無
年
貢
に
て
取
持
仕
罷
在
、 

往
来
人
壱
人
ゟ
壱
銭
宛
請
取
来
り
候
処
、
銭 

相
場
下
直
、
諸
色
高
直
に
付
、
諸
雑
用
引
足 

不
申
、
取
續
兼
候
に
付
、
寛
政
十
一
未
年
三
月
中 

弐
銭
取
奉
願
上
、
三
ヶ
年
の
間
、
願
の
通
被 

仰
付
、
其
後
追
々
御
年
延
奉
願
上
候
得
ば
、
願 

の
通
被
仰
付
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
所
、
御
年
限 

   

  

・
嘉
永
三
年 一

八
五
〇
年 

       
・
「
百
姓
」
は
一
般
人
民
、
庶
民
。 

 
百
姓
渡
は
民
営
の
意
。 

・
幕
府
の
認
可
を
し
め
す
た
め 

「
玄
」
の
字
の
焼
き
印
を
船 

体
に
付
け
た
。 

・
銭
相
場 

銭
と
金
・
銀
と
の
交
換
相
場 

・
一
七
九
九
年 

・
弐
銭
取
：
本
来
の
渡
し
賃
一 

 

文
に
、
臨
時
割
増
一
文
を
加 

え
て
二
文
を
徴
集
す
る
こ
と
。 

 

「
銭
」
は
「
文
」
に
同
じ
。

  

  

 
 

上 

 
 

 
 

 
 

小
網
町 

 
 

 
 

 
 

 

伊
八
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

外
壱
人 
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猶
又
今
般
三
ヶ
年
御
年
延
奉
願
上
候
に
付
、
御
糺
に 

御
座
候
、
依
之
左
に
奉
申
上
候 

一 

銭
相
場
、
金
壱
両
に
付
、
當
時
平
均
両
替 

 
 

六
〆
弐
百
四
拾
八
文 

 
 

但
寛
政
十
一
未
年
、
初
て
弐
銭
取
奉
願
上
候
処 

 
 

凡
銭
相
場
金
壱
両
に
付
六
〆
三
百
文
位
に
御
座
候 

一 

渡
舟
壱
人
ゟ
壱
銭
つ
ゝ
請
取
候
得
ば 

 
 

 

壱
ヶ
月
上
り
高 

凡
銭
三
拾
七
貫
文
程 

此
金
五
両
三
分
弐
朱 

但
両
替
六
〆
弐
百
四
拾
八
文 

 
 

 
 

 

銭
弐
百
七
拾
八
文 

一
銭
拾
八
〆
文 

 

水
主
四
人
給
分
壱
人
に

付
、
壱
ヶ
月
四
〆
五
百
文 

一
同
三
〆
弐
百
文 

渡
銭
取
弐
人
給
分
壱
人
に

付
、
同
断
壱
〆
六
百
文 

一
同
弐
拾
七
〆
文 

右
水
主
四
人
、
渡
銭
取
弐
人
、
都
合
六

人
分
、
飯
料
壱
人
に
付
、
四
〆
五
百
文 

一
同
五
〆
文 

 
 

渡
舟
弐
艘
、
損
所
取
繕
平

均

の

割 
 

 
 

 
 

 
 

一
同
五
百
六
拾
四
文 

 

水
棹
弐
本
代 

 
 

但
壱
本
代
弐
百
八
拾
文
つ
ゝ 

一
同
壱
〆
五
百
文 

 
 

桟
橋
損
候
節
取
繕
入
用 

一
同
壱
〆
五
百
文 

 
 

小
汐
の
節
、
干
潟
浚
入
用 

 

〆
銭
五
拾
六
貫
七
百
六
拾
四
文 

 
 

 

此
金
九
両 

 
 

 
 

銭
五
百
拾
四
文 

右
上
り
高
と
差
引
候
得
ば
、
銭
拾
九
〆
七
百 

六
拾
弐
文
、
此
金
三
両
弐
朱
、
銭
弐
百
三
拾
弐
文 

不
足
に
相
成
候
得
共
、
四
ヶ
年
已
前
未
年
、
御
定 

相
場
と
見
競
候
處
、
右
銭
高
の
内
に
て
金
弐
朱 

   

   

・
〆
（
し
め
）
は
、
和
製
漢
字
で
、

「
閉
め
」
、「
締
め
」
の
意
味
で

使
わ
れ
る
が
、
「
貫
」
に
こ
の

字
を
当
て
る
事
が
あ
る
。 

こ
こ
で
は
銭
の
単
位
「
貫
」 

 

・
こ
の
時
の
金
と
銭
の
交
換
相
場

金
一
両
が
六
二
四
十
八
文
だ

っ
た
。 

 
 

     

・
〆
：
こ
こ
で
は
「
締
め
て
」
の 

意 

 

・
上
り
高
：
売
上
高 

 

・
已
前
：
以
前 
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14 

  

銭
六
百
廿
四
文
程
両
替
違
に
て
過
上
相
成
申
候 

差
引 銭

拾
八
〆
三
百
五
拾
六
文
、
此
分
不
足
仕
候 

此
金
弐
両
三
分
弐
朱 

銭
三
百
八
拾
六
文 

 
 

 
  

 
 

 
 

一
金
拾
弐
両
弐
分
程 

桟
橋
壱
ヶ
所
大
修
復
入
用 

〇 

一
同
拾
両
三
分
程 

 
 

渡
舟
大
修
復
、
釘
鉄

も
の
代
其
外
共
入
用 

 
 

 
 

〆
金
弐
拾
三
両
壱
分
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｘ 

右
の
通
、
渡
船
壱
人
ゟ
壱
銭
宛
請
取
候
得
ば
、 

壱
ヶ
月
銭
拾
八
貫
三
百
五
拾
六
文
余
も
不
足 

仕
、
渡
船
・
桟
橋
・
水
主
給
分
、
其
外
家
内
の 

も
の
共
暮
方
等
引
足
不
申
、
難
渋
至
極
仕
候
間 

何
卒
以
御
慈
悲
、
前
々
の
通
弐
銭
取
、
願
の
通 

被
仰
付
被
成
下
置
候
様
、
偏
に
奉
願
上
候
、
以
上 

小
網
町
弐
町
目
伊
八
店 

鎧
渡
し
守
七
右
衛
門
煩
に
付
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
人
父 

嘉
永
三
戌
八
月
十
七
日 

 

願
人 

市
左
衛
門 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

家
主 

 

伊 

八 
 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
人
組 

平
兵
衛 

 

印 

同
町
伊
右
衛
門
店
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

太
左
衛
門
幼
年
に
付 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

願
人 

惣
兵
衛 

 
 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

家
主 

伊
左
衛
門 

 

印 

   

     

・
○
、
Ｘ
印 

 

下
げ
札
が
付
い
て
い
る
場
所 

を
示
す
。 

     
・
伊
八
店
（
だ
な
） 

長
屋
の
名
。
伊
八
が
大
屋
ま 

 

た
は
家
主
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

         

札ヶ下 札下 
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Ｂ
２ 

北
町
奉
行
か
ら
南
町
奉
行
へ
の
書
状 

 



 

16 

 

五
人
組 

勘
右
衛
門 

印 
御
番
所
様 

下
げ
札 

  

○ 

 

同 

 

ｘ 

  

Ｂ
２ 

北
町
奉
行
か
ら
南
町
奉
行
へ
の
書
状 

（
朱
筆
）
戌
八
月
廿
一
日
来
る
、
同
廿
六
日
挨
拶
遣 

     
 

 
 

 
 

 

鎧
渡
守 

小
網
町
弐
町
目 

伊
八
店 

七
右
衛
門
煩
に
付
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
人
父 

市
左
衛
門 

同
町 

伊
右
衛
門
店 

太
左
衛
門
幼
年
に
付 

惣
兵
衛 

右
の
も
の
共
儀
、
小
網
町
弐
町
目
ゟ
南
茅
場
町
へ 

   

本
文
入
用
金
拾
弐
両
弐
分
程
の
書
上
候
得
共 

此
節
材
木
其
外
高
直
に
相
成
、
右
の
外
、
金 

壱
両
程
餘
分
相
掛
り
申
候 

 

右
同
断
に
付
金
弐
分
程
餘
分
相
掛
り
申
候 

 

對
馬
守
殿 

 
 

 
 

遠
山
左
衛
門
尉 

 
 

 
 

 

左
衛
門
尉
殿 

 

井
戸
對
馬
守 

 

・
下
げ
札 

願
書
、
歎
願
書
、
問
合
せ
、
報
告 

書
な
ど
に
、
所
見
や
回
答
を
書
い 

て
貼
附
す
る
札
（
付
け
札
と
も
） 

  
 

 

 
・
遠
山
左
衛
門
尉 

 
 

 
 

 
 

 

南
町
奉
行 

・
井
戸
対
馬
守
良
弘 

 
 

 
 

 
 

 
北
町
奉
行 

 

下げ札 
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Ｂ
３ 

老
中
へ
の
伺
書 

 



 

18 

    

相
渡
候
鎧
渡
守

わ
た
し
も
り

い
た
し
来
候
處
、
渡
銭
壱
銭
つ
ゝ 

請
取
候
て
は
、
諸
入
用
等
引
足
不
申
候
に
付
、
猶
又 

三
ヵ
年
の
間
、
弐
銭
取
の
儀
、
年
延
願
出
候
間
、 

相
糺
候
処
、
実
々
難
儀
の
趣
、
無
相
違
相
聞
候
に
付
、 

先
例
に
見
合
、
願
の
通
申
付
候
積
、
相
伺
可
申
と 

存
候
、
依
之
右
伺
書
案
并
願
書
糺
の
上 

差
出
候
書
付
と
も
相
添
、
此
段
御
相
談
お
よ
び
候 

戌
八
月 

下
ヶ
札 

 
 

 

御
書
面
の
趣
承
知
致
し
、
別
紙 

一
覧
、
拙
者
儀
何
の
存
寄
無
之
候
、
依
之 

書
類
返
却
、
此
段
及
御
挨
拶
候 

戌
八
月 

 
 

 
 

遠
山
左
衛
門
尉 

  

史
料
Ｂ
３ 

老
中
へ
の
伺
書 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

鎧
渡
守 

小
網
町
弐
町
目 

伊
八
店 

 

         

・
弐
銭
取
：
本
来
の
渡
し
賃
一 

 

文
に
、
臨
時
割
増
一
文
を
加 

え
て
二
文
。 

 

銭
は
文
に
同
じ
。 

 
・
存
寄
：
考
え
、
意
見
、
所
存 

 

・
挨
拶
：
こ
こ
で
は
対
応
、
返 

 

事 

 

   

鎧
渡
賃
銭
の
儀
に
付
奉
伺
候
書
付 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

井
戸
對
馬
守 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

町
奉
行 
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七
右
衛
門
煩
に
付
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
人
父 

 
 市

左
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
町
伊
右
衛
門
店
同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

太
左
衛
門
幼
年
に
付 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

後
見 

 
 

 惣
兵
衛 

 
 

右
の
も
の
共
儀
、
小
網
町
弐
町
目
ゟ
南 

茅
場
町
へ
相
渡
候
鎧
渡
守
致
し
、
右
渡 

の
儀
は
、
船
弐
艘
に
て
水
主
四
人
、
渡
銭
取 

弐
人
、
都
合
六
人
つ
ゝ
日
々
相
掛
、
渡
銭
壱
人
に
付 

壱
銭
つ
ゝ
請
取
申
来
候
処
、
寛
政
十
一
未
年
、 

近
来
諸
色
高
直
に
て
、
銭
相
場
は 

次
第
に
下
直
相
成
候
に
付
、
船
修
復
并
水
主 

給
金
、
諸
入
用
等
相
嵩
、
難
儀
致
し
候 

趣
を
以
、
銭
相
場
四
貫
文
に
相
成
候
迠
、 

弐
銭
取
に
仕
度
旨
願
出
、
糺
の
上
、
銭
相
場 

高
直
に
相
成
候
迠
と
申
候
て
は
、
際
限
も 

無
之
儀
に
付
、
先
づ
三
ヶ
年
の
間
、
弐
銭
取
に 

為
仕
、
右
年
限
相
立
、
又
々
年
延
等 

願
出
候
は
ゞ
、
其
節
々
伺
の
上
、
取
計
候
様 

               

・
銭
相
場
：
銭
と
金
・
銀
と
の 

交
換
相
場 

・
下
直
（
げ
じ
き
、
し
た
ね
） 

 

物
価
あ
る
い
は
相
場
が
低
い 

 

こ
と 
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22 

    

可
仕
哉
の
旨
、
先
役
共
ゟ
戸
田
采
女
正
殿
へ 

相
伺
候
処
、
伺
の
通
御
差
圖
相
済
候
に
付
、 

其
段
申
渡
、
其
後
追
々
年
延
の
儀 

願
出
、
其
度
々
伺
の
上
、
年
延
申
付
候
處
、 

四
年
以
前
、
未
年
六
月
、
同
様
年
延 

の
儀
、
鍋
嶋
内
匠
頭
先
勤
の
節
、 

同
人
方
へ
願
出
候
に
付
、
阿
部
伊
勢
守
殿
へ 

伺
の
上
、
同
七
月
、
三
ヶ
年
の
内
、
弐
銭
取 

申
付
候
、
然
る
処
、
右
年
限
相
立
候
に
付
、
尚
又 

三
ヶ
年
の
間
、
弐
銭
取
に
仕
度
段
、
去
月 

中
願
出
候
に
付
、
相
糺
候
処
、
近
来
別
て 

往
来
の
も
の
無
数
に
相
成
、
其
上
武
家
方
は 

勿
論
、
神
職
・
僧
・
山
伏
・
醫
師
等
の
類
は
無
賃
に
て 

相
渡
候
仕
来
に
有
之
、
一
躰
川
幅
は
狭
く 

候
得
共
、
日
本
橋
川
筋
に
て
通
船
殊
の
外 

込
合
候
場
所
に
有
之
候
間
、
水
主
等
達
者
に 

乗
廻
候
も
の
相
撰
抱
入
候
に
付
て
は
、
給
金 

相
増
、
諸
入
用
も
右
に
准
じ
相

嵩
か
さ
み

、
壱
ヶ
月 

凡
銭
五
拾
六
貫
七
百
六
拾
四
文
程
相
掛
候
処
、 

渡
船
上
り
高
、
壱
人
に
付
、
壱
銭
つ
ゝ
請
取 

        

 

・
戸
田
采
女
正
氏
教 

 
 

老
中
・
大
垣
藩
主 

 

・
未
年
： 

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
の 

 

こ
と 

・
鍋
嶋
内
匠
頭
直
孝 

 
 

 
 

 

北
町
奉
行 

・
阿
部
伊
勢
守
正
弘 

 
 

 
 

 

老
中
・
福
山
藩
主 

 

・
無
数
：
「
ム
ス
ウ
」
と
読
む
と
、 

 
 

数
限
り
な
く
、
多
い
、
と
い 

う
意
味
だ
が
、「
カ
ズ
ナ
ク
」 

 
と
読
む
と
、
数
に
入
ら
な
い
、 

少
な
い
、
と
い
う
意
味
に
な 

る
。（
歴
史
民
俗
用
語
辞
典
） 

又
、
多
か
っ
た
り
少
な
か
っ 

た
り
で
定
ま
っ
た
数
が
無
い 

と
い
う
意
味
も
あ
る
。 
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24 

          

候
て
は
、
壱
ヶ
月
三
拾
七
貫
文
程
に
相
成
、 

右
に
付
て
は
、
差
引
平
均
拾
九
貫
七
百
文 

餘
不
足
致
し
、
渡
船
并
桟
橋
修
復 

入
用
等
引
足
不
申
、
難
儀
致
し
候
旨 

申
立
候
に
付
、
町
役
人
共
を
も
再
應
相
糺 

候
処
、
実
々
難
儀
の
趣
無
相
違
相
聞
、 

是
迠
年
延
申
付
候
先
例
も
御
座 

候
間
、
願
の
通
三
ヶ
年
の
間
、
弐
銭
取 

申
付
候
様
可
仕
候
哉
、
此
段
奉
伺
候
、
以
上 

戌
八
月 

 
 

 
 

遠
山
左
衛
門
尉 

井
戸
対
馬
守 

     

            

・
ふ
た
た
び 

      

           



 

25 

史
料
Ｃ 

 

嘉
永
六
年
の
年
延
申
請
書 

抜
粋 

 
 

（
前
略
） 

 

 
 

（
後
略
） 
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史
料
Ｃ 

 

嘉
永
六
年
の
年
延
申
請
書 

 
 

 

（
前
略
） 

度
々
御
年
延
奉
願
上
、
弐
銭
取
、
願
の
通 

被
仰
付
、
猶
又
、
嘉
永
三
戌
年
七
月
中 

無
餘
儀
無
銭
に
て
相
渡
候
儀
、
間
々
有
之
、
右 

渡
船
場
の
儀
は
日
本
橋
川
筋
に
て
、
船
込 

の
場
所
に
御
座
候
間
、
渡
船
丈
夫
に
仕
立
、
水
主
共 

の
儀
も
船
達
者
に
乗
廻
し
候
も
の
相
撰 

召
抱
候
間
、

自
お
の
ず
か

ら
給
金
も
相
増
、
諸
雑
用 

相
掛
り
、
壱
人
ゟ
壱
銭
宛
受
取
候
て
は 

暮
し
方
は
勿
論
、
渡
船
并
桟
橋
等
新 

規
修
復
相
成
兼
、
差
當
り
七
右
衛
門
持
船 

朽
損
し
候
に
付
、
新
規
造
立
仕
度
、
太
左
衛
門 

持
船
の
儀
も
大
破
に
相
成
候
に
付
、
是
又 

修
復
仕
度
奉
存
候
得
共
、
両
人
と
も
必
至 

難
渋
至
極
仕
候
間
、
何
卒
以
御
慈
悲 

猶
又
、
向
三
ヶ
年
の
間
、
是
迠
の
通
、
二
銭
取 

被
為
仰
付
被
成
下
置
候
様
、

偏
ひ
と
え

に
奉
願
上
候 

以
上 

 
 

 

（
後
略
） 

      

・
一
七
五
三
年 

 
 

史
料
Ｂ
の
三
年
後 
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古
文
書
三
昧
シ
リ
ー
ズ
① 

鎧
の
渡 

船
賃
増
銭 

 

解
説 

 
「
鎧
の
渡
し
」
は
、
八
丁
堀
の
北
、
茅
場
町
（
現
在
の
兜
町
あ
た
り
）
と
、
日
本
橋
川
の
対
岸
、
小
網
町
と
の
間

に
あ
っ
た
渡
し
船
で
あ
る
。 

 

 

史
料
Ａ
１
，
Ａ
２
は
「
鎧
の
渡
し
」
の
由
緒
に
つ
い
て
で
あ
る
。 

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
永
承
年
間
（
一
〇
四
六
か
ら
五
六
年
）
、
源
義
家
が
奥
州
征
伐
の
た
め
、
こ
の
川
（
当
時

は
入
江
の
河
口
だ
っ
た
）
を
渡
っ
て
下
総
国
に
行
こ
う
と
し
た
が
、
暴
風
の
た
め
船
が
覆
る
ば
か
り
だ
っ
た
。 

義

家
は
鎧
一
領
を
海
中
に
投
じ
て
龍
神
に
風
波
が
治
ま
る
よ
う
祈
祷
し
た
と
こ
ろ
、
無
事
下
総
国
へ
着
岸
で
き
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
所
が
「
鎧
が
淵
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
風
波
を
治
め
て
く
れ
た
報
賽
と
し
て
、
日
本

武
尊
の
古
き
例
に
な
ら
っ
て
、
自
の
兜
を
埋
め
、
塚
に
築
い
た
と
い
う
。 

 

元
禄
時
代
に
発
刊
さ
れ
た
「
江
戸
鹿
子
」
に
は
、
平
将
門
が
此
所
に
兜
を
埋
め
、
塚
に
築
い
た
と
も
あ
る
。
こ
の

塚
は
兜
塚
と
呼
ば
れ
、
こ
の
地
に
あ
っ
た
丹
波
田
辺
藩
牧
野
家
の
上
屋
敷
の
庭
中
に
あ
っ
た
と
い
う
。
現
在
、
こ
の

塚
は
東
京
証
券
取
引
所
の
構
内
に
あ
り
、
こ
の
一
帯
は
今
も
「
兜
町
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
「
鎧
の
渡
し
」
は
、
二
艘
の
個
人
持
ち
の
渡
船
を
使
っ
た
民
営
で
は
あ
っ
た
が
、
幕
府
（
町
奉
行
所
）
の
認

可
を
受
け
て
の
経
営
で
あ
り
、
乗
客
一
人
一
文
（
現
在
の
価
値
で
十
五
円
位
）
の
渡
し
賃
を
徴
収
し
て
い
た
。 

 

史
料
Ａ
２
の
「
鎧
の
渡
の
図
」
を
見
る
と
、
渡
し
船
は
七
、
八
人
ほ
ど
し
か
乗
れ
な
い
小
舟
で
、
乗
り
切
れ
な
い

客
も
見
え
る
。 

ま
た
川
岸
に
小
屋
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
棒
が
突
き
出
て
い
る
。
こ
の
先
端
に
ザ
ル
の
よ
う
な
も
の

が
見
え
る
。
乗
客
は
こ
の
ザ
ル
に
渡
し
賃
を
投
げ
込
む
の
で
あ
ろ
う
。 

 

武
士
や
僧
侶
な
ど
は
渡
し
賃
が
無
料
で
あ
っ
た
上
に
、
こ
の
渡
し
場
の
す
こ
し
上
流
に
、
江
戸
橋
が
あ
り
、
少
々

回
り
道
を
し
て
も
通
行
無
料
の
江
戸
橋
を
渡
る
人
が
多
く
、
渡
し
船
の
経
営
は
大
変
だ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

更
に
銭
相
場
が
下
直
（
安
い
）
事
も
経
営
を
圧
迫
し
た
よ
う
だ
。
収
入
は
銭
で
、
支
出
の
人
件
費
や
修
繕
費
は
金

や
銀
で
払
う
経
営
構
造
を
銭
相
場
の
下
直
（
銭
が
安
い
）
が
直
撃
し
た
。 

 

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）、
一
人
一
文
の
渡
し
賃
で
は
、
物
価
の
上
昇
で
経
営
が
苦
し
い
、
持
ち
船
二
艘
の
船

も
老
朽
化
が
進
み
、
修
復
あ
る
い
は
新
規
造
立
が
必
要
だ
と
奉
行
所
へ
訴
え
出
て
い
る
。
町
奉
行
所
も
調
査
の
上
、

二
銭
へ
の
値
上
げ
を
認
可
し
た
が
、
銭
相
場
が
戻
る
ま
で
、
と
い
う
条
件
が
付
き
、
銭
相
場
が
回
復
し
な
い
場
合
は

三
年
後
に
ま
た
「
年
延
」
を
申
請
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。 

 

幕
府
は
慶
長
十
四
（
一
六
〇
九
）
年
、
金
一
両
＝
銀
五
十
目
＝
銭
四
貫
文
（
四
千
文
）
と
い
う
公
定
相
場
（
御
定

相
場
）
を
定
め
た
。
だ
が
、
東
西
間
の
経
済
活
動
が
活
発
化
す
る
に
つ
れ
て
民
間
で
の
金
相
場
・
銀
相
場
は
変
動
を

生
じ
さ
せ
、
幕
府
の
定
め
た
御
定
相
場
が
形
骸
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

寛
政
十
一
年
当
時
の
銭
相
場
は
す
で
に
公
定
相
場
の
四
千
文
を
は
る
か
に
越
え
、
六
千
五
百
文
程
に
な
っ
て
い
た
。

渡
し
賃
収
入
は
銭
、
給
金
や
舟
の
維
持
費
は
金
、
ま
た
は
銀
と
い
う
経
営
構
造
は
銭
相
場
の
下
直
（
銭
が
安
い
）
に

弱
く
、
赤
字
体
質
が
定
常
化
し
て
い
た
。 

 

銭
相
場
が
回
復
し
て
く
れ
ば
、
収
入
が
人
件
費
や
諸
経
費
に
対
し
て
相
対
的
に
多
く
な
り
、
経
営
も
安
定
す
る
が
、

銭
相
場
は
次
ペ
ー
ジ
の
グ
ラ
フ
に
示
す
よ
う
に
、
公
定
相
場
の
四
千
文
に
戻
る
事
は
な
く
、
三
年
毎
に
期
限
延
長
の

願
い
が
町
奉
行
所
に
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
許
可
さ
れ
て
来
た
。 

 
 

天
保
時
代
に
な
る
と
天
保
通
寳
が
多
量
に
流
通
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
銭
相
場
の
暴
落
を
防
ぐ
た
め
、
天
保
十
三
（
一
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八
四
二
）
年
、
公
定
相
場
を
金
一
両
＝
銭
六
貫
五
百
文
に
改
め
、
更
に
両
替
商
に
圧
力
を
加
え
て
御
定
相
場
を
維
持

さ
せ
た
。 

 
 

 
 

 
 

最
初
の
渡
賃
増
銭
申
請
か
ら
五
十
年
以
上
経
っ
た
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
、
増
銭
の
期
限
延
長
の
願
書
が
提
出

さ
れ
た
。 

こ
れ
が
今
回
読
む
史
料
の
主
題
で
あ
る
。（
史
料
Ｂ
１
、
Ｂ
２
，
Ｂ
３
） 

こ
れ
に
よ
る
と
、
一
人
一
銭
の
渡
賃
で
は
、
一
ヶ
月
の
収
入
が
約
銭
三
十
七
貫
文
（
金
に
し
て
五
両
三
分
弐
朱
）

程
に
し
か
な
ら
な
い
。（
表
参
照
） 

一
方
、
支
出
の
方
は
、
水
主
四
人
の
給
料
、
渡
銭
取
（
集
金
係
）
一
人
の
給
料
、
飯
代
（
食
事
代
）、 

 

渡
舟

二
艘
の
修
理
代
、
桟
橋
や
棹
な
ど
の
修
理
修
繕
な
ど
の
経
費
で
、
合
計
五
十
六
貫
余
（
金
に
し
て
九
両
余
）
も
か
か

り
、
銭
二
十
貫
文
（
金
に
し
て
三
両
余
）
の
不
赤
字
と
な
っ
て
い
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
収
支
状
況
な
の
で
、
引
き
続
き
一
文
の
増
し
銭
、
す
な
わ
ち
一
人
二
文
の
渡
賃
を
認
め
て
欲
し
い

と
い
う
歎
願
で
あ
る
。 江戸時代の金（両）と銭（文）の交換相場 

Wikiland の銭相場の変遷図をベースに一部編集 

Wikiland の銭相場のグラフをベースに一部編集した。 

江戸時代の銭相場 
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こ
れ
を
受
理
し
た
北
町
奉
行
・
井
戸
対
馬
守
は
、
配
下
の
役
人
に
調
べ
さ
せ
、
「
願
書
に
書
か
れ
て
い
る
桟
橋
修

繕
な
ど
の
入
用
金
は
、
最
近
の
材
木
等
の
値
段
が
上
が
っ
て
お
り
、
更
に
支
出
が
増
え
る
。」「
船
の
修
復
、
釘
鉄
も

の
代
な
ど
の
入
用
も
、
更
に
三
両
弐
分
ほ
ど
余
分
に
か
か
る
。」
な
ど
の
下
げ
札
を
付
け
て
、
願
い
の
通
り
「
期
限

延
長
止
む
無
し
」
と
の
結
論
を
出
し
、
こ
れ
を
南
町
奉
行
遠
山
左
衛
門
（
ご
存
知
遠
山
の
金
さ
ん
）
に
送
り
、
意
見

を
求
め
て
い
る
。
こ
の
時
の
結
論
に
は
銭
相
場
が
公
定
相
場
に
戻
る
迄
と
い
う
条
件
は
付
い
て
い
な
い
。 

 

史
料
Ｂ
２
の
頭
（
書
簡
の
包
み
紙
の
表
書
）
は
、
左
が
本
来
の
宛
先
（
南
町
奉
行
宛
）
で
、
右
が
返
信
（
北
町
奉

行
宛
）
の
宛
先
で
あ
る
。
遠
山
か
ら
は
「
異
論
な
し
」
の
回
答
を
得
て
い
る
が
、
史
料
Ｂ
２
の
最
後
部
に
あ
る
「
下

げ
札
」
で
済
ま
せ
て
い
る
。 

南
北
奉
行
の
合
意
が
得
ら
れ
る
と
、
両
奉
行
連
名
で
「
向
こ
う
三
年
間
、
期
限
延
長
」
と
い
う
提
案
を
老
中
に
提

出
し
て
い
る
。
（
史
料
Ｂ
３
） 

こ
の
よ
う
な
案
件
は
町
奉
行
の
専
決
事
項
で
は
あ
る
が
、
形
式
上
老
中
の
承
認
が

必
要
で
あ
っ
た
。 

 

  

           
 

 
 

 

   

 

        

       

鎧の渡し 収支 （嘉永３年 １ヶ月あたり） 

    運賃一人一文の場合 

収入 利用人数 37000 人 37000文 

支出 給金 水主 150 文 x30 日 x4 人 

  渡銭取  53 文 x30 日 x２人  

  18000 

   3180 

飯料    150 文 x３０日 x６人 27000 

水棹    280 文 x２本 560 

桟橋修繕    1500 

渡舟修繕 平均    5000 

干潟浚い 1500 

  支出 合計 56740 

差引   ▲19740 

                   約 20000 文の赤字 

老
中
の
許
可
の
書
類
は
見
当
た
ら
な

い
が
、
三
年
後
の
嘉
永
六
年
の
申
請
書

（
史
料
Ｃ
）
で
、
一
人
二
文
の
「
臨
時
」

増
銭
延
長
が
許
可
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。 

 

こ
の
史
料
に
は
、
渡
賃
一
銭
で
は
経

営
が
苦
し
い
上
に
、
二
艘
の
持
ち
船
の

老
朽
化
が
進
み
、
修
復
あ
る
い
は
新
規

造
立
が
必
要
だ
と
訴
え
て
い
る
。 

 

そ
の
後
も
か
わ
る
事
な
く
、
三
年
毎

に
二
銭
取
り
の
更
新
、
更
新
を
続
け
て

幕
末
に
至
っ
た
。 

 

寛
政
以
来
六
十
年
以
上
も
同
じ
渡
し

賃
で
経
営
を
続
け
て
い
た
事
に
な
る
。 

  

銭
相
場
の
グ
ラ
フ
で
見
る
よ
う
に
、

幕
末
の
四
年
間
は
急
激
な
銭
安
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
経
営
は
さ
ぞ

大
変
だ
っ
た
ろ
う
。 

 

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
鎧
橋
が
架

け
ら
れ
、
こ
の
渡
し
船
は
廃
止
と
な
っ

た
。 
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    発
刊
済 

① 

鎧
の
渡 
運
賃
増
銭 

  準
備
中 

 

② 

品
川
沖
で
鯨
突
き
留
一
件 

 

③ 

江
戸
城
金
蔵
破
り 

 

④ 

川
崎
宿
関
札
一
件 

 

⑤ 

吉
田
松
陰
密
航
未
遂
事
件 

 

⑥ 

「
お
銀
様
を
訪
ね
て
」
遊
相
日
記
よ
り 

 

⑦ 

改
元
の
こ
と 

 

⑧ 

シ
ー
ボ
ル
ト
事
件 

 

⑨ 

時
の
鐘 

⑩ 

大
坂
大
孝
子
五
人
伝 

⑪ 

ガ
ル
ト
ネ
ル
事
件 

⑫ 

駆
込
み
寺
東
慶
寺 

⑬ 

浅
田
兄
弟
敵
討
一
件 

⑭ 

七
代
目
・
八
代
目
団
十
郎
の
こ
と 

⑮ 

江
之
島
紀
行 

 
 

 

計
画
中 

・  

伊
能
家
拝
領
屋
敷
の
そ
の
後 

・  

呂
宋
国
漂
流
記 

・ 

大
奥
御
乳
持
募
集 

・ 

柳
沢
騒
動
（
護
国
女
太
平
記
よ
り
） 

・ 

日
向
飫
肥
藩
人
買
舟 

・ 

大
岡
政
談 

・ 

大
石
良
雄
復
讐
覚
書 

・ 

杵
築
藩
邸
か
ら
見
た
桜
田
門
外
の
変 

・ 

も
う
ひ
と
つ
の
松
の
廊
下
刃
傷
事
件 

・ 

和
宮
降
嫁 

中
山
道
の
旅 

・ 

和
宮
降
嫁 

大
奥
入
り 

・ 

鎗
ヶ
崎
事
件 

・ 

永
代
橋
崩
落
事
件 

・ 

絵
島
生
島
事
件 

・ 

佐
久
間
象
山
、
京
で
遭
難 

・ 

鸚
鵡
籠
中
記 

・ 

長
谷
川
平
蔵
の
こ
と 

・ 

金
札
通
用
状
況
報
告
書 

・ 

公
事
上
聴 

   

・ 

青
木
昆
陽
「
甘
藷
記
」 

・ 

安
政
の
大
獄 

・ 

絵
本
「
桜
田
門
外
の
変
」 

・ 

天
保
御
救
米
事
件 

・ 

生
麦
事
件 

・ 

町
与
力
の
鎌
倉
海
岸
砲
術
稽
古 

・ 

佐
々
木
卯
之
助
事
件 

・ 

武
士
の
絵
日
記 

・ 

改
元
紀
行 

上 

・ 

改
元
紀
行 

中 
・ 
改
元
紀
行 

下 

・ 
享
保
貢
象
１ 

長
崎
か
ら
京
都
ま
で 

・ 

享
保
貢
象
２ 

京
都
か
ら
江
戸 

・ 

享
保
貢
象
３ 

象
の
江
戸
暮
ら
し 

・ 

天
保
十
五
年
江
戸
城
本
丸
火
災 

・ 

安
政
大
地
震 

・ 

ジ
ョ
ン
万
次
郎
漂
流
記 

・ 

蚤
・
虱
・
蚊
仲
間
口
上
書 

・  

明
治
百
五
十
年
記
念
①
慶
喜
東
帰
、
朝
廷
へ
歎
願 

・ 

明
治
百
五
十
年
記
念
②
官
軍
下
向 

・ 

明
治
百
五
十
年
記
念
③
江
戸
城
無
血
開
城 

・ 

明
治
百
五
十
年
記
念
④
小
栗
上
野
介
の
最
期 

・ 

明
治
百
五
十
年
記
念
⑤
上
野
戦
争 

・ 

秀
忠
の
人
と
な
り 

・ 

天
保
改
革 

三
廻
り
の
報
告 

・ 

安
政
東
南
海
地
震
の
記
録 

・ 

宝
永
富
士
噴
火 

 

・ 

紙
漉
重
宝
記 

・ 

飛
鳥
山
の
こ
と 

・ 

絵
本
「
桜
田
門
外
の
変
」 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
ど
な
ど 

    

古
文
書
講
座
講
義
録
「
古
文
書
三
昧
」
シ
リ
ー
ズ 

 

刊
行
予
定 
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